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１ 趣 旨 

   水俣市公共下水道事業における施設の運転管理、保守点検、薬品等のユーティリティ調達

及び修繕等を含む維持管理を民間の創意工夫及びノウハウを活用し、下水道施設管理の効率

化とサービスの向上を図るため、維持管理業務を包括的に委託することを目的とする。 

本要領は、水俣市浄化センター等運転管理業務委託（以下「本委託」という。）の受託候補

者を決定するため、指名型プロポーザル方式による技術提案の作成等に必要な事項を定めた

ものである。 

 

２ 事業概要 

（１） 事 業 名 

    水俣市浄化センター等運転管理業務委託 

（２） 履行場所 

 水俣市築地９番３４号他 １４箇所 

（３）事業内容 

    別添「水俣市浄化センター等運転管理業務委託 仕様書」に示すものとする。 

（４）契約期間 

ア 運営準備期間 令和６年４月１日から令和６年４月３０日まで 

イ 運営期間   令和６年５月１日から令和１１年４月３０日まで 

ただし、運営準備期間は業務引継ぎ期間とし、引継ぎに係る経費は、受託者の負担とす

る。 

（５）提案限度額 

    金８４７，６１６，８７５円（消費税相当額及び地方消費税相当額を含む） 

（６）受託者選定方式 

    本委託の受託者選定の方法は、指名型プロポーザル随意契約方式とする。 

 

３ 担当部局及び関係書類等の提出先（事務局） 

水俣市上下水道局 下水道工務係 

  〒８６７－８５５５ 熊本県水俣市陣内１丁目１番１号 

       電 話  ０９６６－６１－１６２６ 

       ＦＡＸ  ０９６６－６１－１２２１ 

       メールアドレス jogekomu@city.minamata.lg.jp  

 

４ 入札参加 

   原則、本要領に基づく技術提案の参加者は、あらかじめ本市が指名した事業者とする。 

参加資格の要件 

（１）地方自治体で、現有処理能力６，０００㎥／日（日最大）以上（ただし、処理方法が、

標準活性汚泥法に限る。）のもので、水処理、汚泥処理を一連とする下水道終末処理施設

の運転管理業務に関して、令和５年１２月時点において、過去１０年以内に２年以上の

実績を有すること。 

  （２）下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和６２年建設省告示１３４８号）に基づく、
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下水道処理施設維持管理業者登録を有すること。 

  （３）水俣市物品等に係る一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査要領に基づき、

令和５年１２月１日時点で登録された事業者であること。 

  （４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないも

ので、次の各号に該当しない者であること。 

    ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、又は当該入札

日前６ヶ月以内に手形・小切手を不渡りした者 

    イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請したもので、同法に基づく

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

    ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請したもので、同法に基づく

裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

    エ 水俣市物品購入、業務委託等契約に係る指名停止等の措置要綱（平成１５年４月１

日告示第１８号）に基づく、指名停止措置を受けた者 

 

５ 委託業者選定のスケジュール 

項 目 日 程 

参加依頼の通知、応募要領の配付 令和５年１２月２２日 

現地見学会参加申込みの期限 令和６年１月５日 

現地見学会 令和６年１月１２日予定 

図書の閲覧 令和６年１月１２日から１月１９日まで 

質問受付 令和６年１月１５日から１月２４日まで 

質問回答 令和６年１月３１日 

参加表明書、辞退届の受付 令和６年１月１５日から２月２日まで 

技術提案書類の受付 令和６年１月２９日から２月１６日まで 

プレゼンテーション（説明会/質疑） 令和６年２月中旬（予定） 

審査会 令和６年２月下旬（予定） 

審査結果通知（優先交渉権者決定） 令和６年２月下旬（予定） 

契約交渉 令和６年３月上旬（予定） 

契約締結 契約交渉終了後（３月上旬頃） 

   注意事項 

   日程は、変更される場合がある。この場合、その都度、連絡する。 

   プレゼンテーションの日程は、参加表明があった事業所のみに通知する。  
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６ 入札に関する留意事項 

（１）本要領等の承諾 

    事業者は、技術提案書等の提出をもって、本要領等の記載内容について承諾したものと

みなす。また、技術提案書等の提出にあたっては、本要領等の内容に添ったものでなけれ

ばならない。 

（２）費用負担 

    この入札に際し、入札に係る費用は、すべて参加者の負担とする。 

（３）使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻 

  ア 使用する言語は、日本語とする。 

  イ 使用する計量単位は、計量法（平成４年法律第５１号）の定めによることとする。 

  ウ 使用する通貨単位は、円とする。 

  エ 使用する時刻は、日本標準時とする。 

（４）著作権 

    入札参加者から本要領等に基づき提出される書類の著作権は、入札参加者に帰属する。 

    ただし、本委託の範囲において公にする場合、その他市が必要と認める場合、市は入札

参加者の同意を得たうえで、本要領等に基づき提出される書類の内容を無償で使用するこ

とができる。 

（５）提出書類の取り扱い 

  ア 本要領等に基づき提出された書類は、変更できないものとする。 

  イ 本要領等に基づき提出された書類は、原則として返却しないものとする。 

（６）本市が提示する資料の取り扱い 

    本市が提示する資料は、本委託の技術提案書等に係る検討又は作成以外の目的に使用し

てはならない。 

（７）技術提案書等の無効に関する事項 

    提出があった技術提案書等について、次のいずれかに該当する場合は、当該提案を無効

とする。 

  ア 入札参加資格を取り消された者の技術提案書等 

  イ 一の民間受託者が複数の技術提案書等を提出したとき 

  ウ 受託者選定に係る審査の公平性に影響を与える行為があったとき 

  エ 著しく信義に反する行為があったとき 

（８）日程の変更 

    参加状況等により、日程を変更する場合がある。 
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７ 入札参加に関する手続き等 

（１）現地見学会 

  ア 日時   令和６年１月１２日（金） 午前１０時から（当日のみ） 

  イ 場所   水俣市浄化センター（水俣市築地） 

  ウ 申込み  現地見学会に参加を希望する場合は、水俣市浄化センター等技術提案現地見

学会参加申込書（様式第１号）に、必要事項を記載のうえ、令和６年１月５日

（金）までに、事務局に持参するか、郵便、ファックス又は電子メールにより

提出すること。 

  エ 留意事項 見学対象の施設は、水俣市浄化センター及び各ポンプ場とする。 

なお、ポンプ場については、見学者の希望及び運転管理の状況を踏まえ見学箇

所を定めることとする。 

         施設間の移動方法は、参加者が各自で準備すること。 

（２）図書の閲覧 

  ア 閲覧期間 令和６年１月１２日（金）から１月１９日（金）まで 

  イ 閲覧時間 １月１２日は、午後１時３０分から午後４時までとし、１月１３日以降は、

午前９時から午後４時までとする。（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 閲覧場所 水俣市浄化センター 

  エ 閲覧図書 運転管理費及びユーティリティの閲覧用金抜き設計書、水俣市浄化センター

等運転管理業務委託の仕様書、月報、年報、完成図書等 

         住所：熊本県水俣市築地１１番５０号 

  オ 留意事項 閲覧を希望する場合は、事前に事務局に連絡すること。 

         図書類は、閲覧室から持ち出してはならない。 

         複写機を持ち込む場合は複写可とする。 

（３）質問及び回答 

  ア 受付期間 令和６年１月１５日（月）から１月２４日（水）まで 

※土曜、日曜、祝日を除く 

  イ 受付方法 本要領等及び技術提案書作成に関し疑義がある場合には、水俣市浄化センタ

ー等技術提案質問書（様式第２号及び別紙第２号関係）（以下「質問書」とい

う。）により電子メール（Word、Excel形式、PDF 不可）で問い合わせること。 

         質問の受付に当たっては、口頭、来訪、電話、ＦＡＸによる質問は 受け付

けない。 

  ウ 回答期限 令和６年１月３１日（水）までに回答することとする。 

  エ 回答方法 回答にあたっては、電子メールによることとする。 

         すべての参加資格者に対し、すべての質問書及びこれに係る回答書を送付す

る。この場合において、質問書に記された商号、所在地、氏名等質問者が特定

できる内容は、開示しない。 

（４）参加表明書受付 

    水俣市浄化センター等運転管理業務委託技術提案書作成要領に基づく技術提案を行お

うとする者は、水俣市浄化センター等技術提案参加表明書（様式第３号）（以下「参加表

明書」という。）を提出しなければならない。 
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  ア 受付期間 令和６年１月１５日（月）から２月２日（金）まで 

  イ 受付時間 市役所開庁日の午前９時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時まで

を除く。） 

  ウ 受付方法 事務局まで持参するか、郵送又は電子メールによることとする。 

なお、郵送の場合は、受付期間最終日必着とし、経過後は受け付けない。 

 

８ 技術提案の実施 

（１）技術提案書の受付 

    水俣市浄化センター等運転管理業務委託技術提案書作成要領に基づく技術提案の方法

等は、次のとおりとする。 

  ア 受付期間 令和６年１月２９日（月）から２月１６日（金）まで 

  イ 受付時間 市役所開庁日の午前９時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時まで

を除く。） 

  ウ 受付方法 書類一式を事務局まで持参するか、郵送等によることする。 

なお、郵送等の場合は、受付期間最終日必着とし、経過後は受け付けない。 

（２）提出書類に係る留意事項 

  ア 書類は、正１部副６部を提出すること。 

  イ 書類のサイズは、日本工業規格Ａ４版縦置き横書き左綴じとする。ただし、図表等を使

用する場合においてＡ３版を使用するときは、折り綴じること。 

  ウ 技術提案書に付随する資料添付については、これを認める。 

なお、技術提案書に付随する資料を添付する場合は、資料集として技術提案書とは別に

まとめ、技術提案書と資料との関係を明確にすること。 

  エ 本市が提示する資料及び質問回答は、本要領等と一体のものとして、同等の効力を有す

るものとする。 

  オ 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

   （ア）提出書類に虚偽の記載があった場合 

   （イ）本要領等に違反すると認められた場合 

（３）提出書類 

  ア 表紙に関すること 

     水俣市浄化センター等運転管理業務委託技術提案書作成要領に基づく技術提案に係

る基本事項を「水俣市浄化センター等技術提案書（様式第５号の１）」に記載すること。 

  イ 管理運営の基本方針等に関すること 

     本市の状況、政策、公共下水道事業の趣旨、本市公共下水道事業の状況等を踏まえ、

本委託に対する取り組みや運転管理の基本方針、また会社全体としての経営理念等を

「管理運営の基本方針等に関すること（様式第５号の２）」に記載することとし、必要

に応じて資料を添付すること。 

  ウ 組織体制、人員配置等に関すること 

     業務の実施体制、人員の配置計画、勤務体制、会社全体としての支援体制等について、

「組織体制、人員配置に関すること（様式第５号の３）」に記載することとし、次に示

す内容については、可能な限り資料を添付すること。 
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   （ア）会社概要がわかるもの 

     ａ 会社設立年月、資本金、事業内容が明記されているパンフレット等 

ｂ 貸借対照表、損益計算書など過去５年間の企業会計年度の決算状況について、           

公表している資料 

   （イ）下水道施設の運転維持管理実績 

        令和５年１１月３０日現在での、下水道施設の運転維持管理実績について、そ

の数値を記載し、併せてその一覧を添付すること。 

        なお、記載すべき施設の区分は、分流式（一部合流式によるものを含む。）の

下水道事業のみを対象とし、契約の区分については、社団法人日本下水道協会が

取りまとめた「包括的民間委託等実施運営マニュアル」の性能発注における包括

的民間委託レベルによることとする。 

   （ウ）本市の公共下水道施設と同規模以上の運転維持管理実績 

        上記（イ）のうち、「九州管外（レベル３）」、「九州管内（レベル３）」につい

て、終末処理場の処理日量が６，０００㎥を超える規模のものについて、それぞ

れの数と一覧を記載すること。 

   （エ）下水道関係資格及びその他資格の保有数 

（オ）下水道関係従業員数及び総数 

（カ）組織体制の説明、組織図等 

（キ）人員配置の説明、計画等 

（ク）支援体制の説明等 

  エ 本業務の個別業務に関する提案 

   （ア）運転業務の実施方法 

        本委託の内容や要求水準、対象施設の特性等を踏まえた、本市公共下水道施設

の運転管理の考え方、方法、留意点などについて、「運転業務の実施方法（様式

第５号の４）」に記載することとし、必要に応じて資料を添付すること。 

   （イ）保守管理業務の実施方法 

        本市公共下水道事業の施設、設備の特性等を踏まえた保守管理の考え方、さら

に要求水準を踏まえた保守管理方法、体制などについて、「保守管理業務の実施

方法（様式第５号の５）」に記載することとし、必要に応じて資料を添付するこ

と。 

   （ウ）修繕業務の実施方法 

        公共下水道施設の定期、突発における修繕の考え方、要求水準を踏まえた修繕

計画、方法、体制等について、「修繕業務の実施方法（様式第５号の６）」に記載

することとし、必要に応じて資料を添付すること。 

   （エ）調達管理・文書管理の実施方法 

        設備機能を維持確保するため消耗品類、薬品類などの物品管理及び業務報告、

記録等の文書管理に関する考え方、方法などについて、「調達管理・文書管理の

実施方法（様式第５号の７）」に記載することとし、必要に応じて資料を添付す

ること。 

   （オ）施設管理の実施方法 
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        施設の清掃及び植栽管理、保安警備など、施設管理に関する考え方、方法など

について、「施設管理の実施方法（様式第５号の８）」に記載することとし、必要

に応じて資料を添付すること。 

   （カ）危機管理の方針等 

        台風、停電、地震等の災害時や設備故障、水質異常、増水事故等、下水道の危

機管理に対する方針、考え方、対応策や体制等について、「危機管理の方針等（様

式第５号の９）」に記載すること。特に、雨水ポンプ場における雨水排水対策に

ついては、具体的な取り組みを記載すること。また、必要に応じて資料を添付す

ること。 

   （キ）安全衛生管理の方針等 

        安全衛生管理に係る会社の方針及び具体的な方法について、「安全衛生管理の

方針等（様式第５号の１０）」に記載することとし、必要に応じて資料を添付す

ること。 

   （ク）社員の教育研修の実施方法等 

        本業務に従事する職員の技術レベルの維持、向上に関する方法、業務引継期間

における方法、内容などについて、「社員の教育研修の実施方法等（様式第５号

の１１）」に記載することとし、必要に応じて資料を添付すること。 

   （ケ）その他の提案 

        次に掲げる事項等について、提案すべき、または記載すべき事項があれば、「そ

の他の提案（様式第５号の１２）に記載することとし、必要に応じて資料を添付

すること。 

      ａ 本委託業務の範囲で寄与できるコストの縮減策について 

      ｂ 将来的な民間委託の範囲拡大等本市公共下水道事業の経営全般に係る方策の

案について 

      ｃ 業務の範囲内で寄与できる環境負荷軽減策について 

      ｄ 地域への貢献、地元雇用等について 

      ｅ その他の事項について 

 オ 参考業務価格 

     本委託を実施する場合、必要となる委託料（業務価格）を「参考業務価格（様式第６

号）」に記載すること。 

     なお、この価格は、優先交渉者との交渉の際、交渉の基礎となる価格とする。 

（４）技術提案書の提出辞退 

    水俣市浄化センター等運転管理業務委託技術提案書作成要領に基づく技術提案を行わ

ないとき、又は参加表明書提出後に技術提案書の提出を取り止めたときは、水俣市浄化セ

ンター等技術提案辞退届（様式第４号）（以下「辞退届」という。）を提出しなければなら

ない。 

  ア 受付期間  

    令和６年２月２日（金）まで 

  イ 受付時間 市役所開庁日の午前９時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時まで

を除く。） 
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  ウ 受付方法 辞退届を事務局まで持参するか、郵送又は電子メールにより提出する。 

  エ 留意事項 辞退届を提出した事業者に対して、今後、市の行う業務において不利益な取

り扱いをされることはありません。 

 

９ 資格審査及び提案審査 

（１）提出書類の確認 

    事務局において、提出があった書類について、本要領にて求めた必要書類がその要件を

満たしているか確認する。要件を満たしていない場合は、当該参加者に連絡を行うことと

し、連絡を受けた者は、別に定めた期限までに、要件を満たした書類を提出しなければな

らない。この場合において、当該期限を過ぎても提出書類が所要の要件を満たしていない

とき、当該参加者は失格とする。 

（２）技術提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリング 

    提出書類の要件を満たしている参加者を対象に、審査委員会において、提出があった技

術提案書の説明を受け、質疑応答を行うための説明会（１社あたり６０分程度とし、参加

者からの説明３０分、質疑応答３０分程度の説明会）を開催する。 

    説明会に参加できる人数は、１事業所あたり５人以内とする。 

（３）技術提案書の審査 

    技術提案書に係るプレゼンテーションを行った参加者の技術提案書等について、審査委

員会は、別紙１に示す技術提案書の審査基準等に従い審査し、技術評価点数を付する。 

（４）優先交渉権者の決定 

    審査委員会は、審査等の結果に基づき、技術評価点数が最も高い者を優先交渉権者とし

て決定する。 

 

１０ 優先交渉権者との交渉 

（１）優先交渉権者は、提出した技術提案書等の内容に基づいて、契約協議用の詳細な見積書を

事務局に提出すること。 

（２）見積書の内容は、年度別、項目別の金額を明らかにし、その金額に年度別の消費税及び地

方消費税の額を加算したもので、かつ６ヵ年度分（令和６年５月から令和１１年４月まで）

の合計のものとする。 

（３）本市による優先交渉権者との交渉にあたっては、業務の実施方法、体制、回数、確保すべ

き処理水の水質、契約金額等について協議する。 

（４）審査結果、契約交渉の日程等については、後日、個別に電子メールにて連絡することとす

る。なお、電話等による問い合わせには応じない。 

（５）技術提案書等及び審査結果等については、公表しない。 

 

１１ 契約の締結 

本市は、優先交渉権者と契約交渉の結果、双方が合意に至ったとき契約を締結する。 

なお、優先交渉権者と契約を締結しない場合は、技術評価得点の高い者から順に契約交

渉を行い、合意に達した場合に、当該交渉権者と契約を締結する。 
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別紙１ 技術提案書の審査基準等 

  技術提案書の審査基準等は、次に示すとおりとする。 

評価事項 評価項目  配点 

企業の業務遂行能力 ① 経営状況等の安定度  １ ５点 

② 類似施設及び下水道施設の受託実績  ２ 

③ 有資格数、下水道従事者数の保有  １ 

④ 会社組織としての支援体制  １ 

本業務の目的達成等 ① 下水道事業の目的及び業務内容の理解度  ２ ４点 

② 基本方針や取り組みの妥当性   ２ 

管理運営に関する能力 ① 安定的な管理運営が可能な人的能力  ２ ４点 

② 安定的な管理運営が可能な実施体制等  ２ 

要求水準の確保・向上に関する

能力 

① 運転業務内容の妥当性     １０ ３５点 

② 保守管理業務内容の妥当性    ５ 

③ 修繕業務内容の妥当性     １０ 

④ 調達管理業務内容の妥当性   ３ 

⑤ 施設管理業務内容の妥当性   ３ 

⑥ 安全衛生管理の的確性     ２ 

⑦ 社員の教育研修の的確性    ２ 

危機管理能力 ① 危機管理の対応方針、対策の妥当性 １３ ２５点 

② 支援体制の整備度         １２ 

効率的な管理等の能力 ① 見積金額の妥当性     １５ ２２点 

② コスト縮減策の実現性    ５ 

③ 業務拡大等公共下水道事業の経営に係る提案の実現性  ２ 

その他 ① 環境保全対策の妥当性   ２ ５点 

② 地元企業、雇用への配慮  ２ 

③ その他の提案   １ 

 


